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12月決算企業の営利事業所得税の中間納付の時

期になりましたので、中間納付制度についてご説明

いたします。特に今年度は税制改正により税率が変

更になっているためご留意ください。

１．概要

営利事業所得税の中間納付及び申告は営利事

業者の義務とされています。

２．中間納付及び申告に関する規定

（１）納付期間について

企業の法人税の中間納付期間は、原則として９

月1日から９月30日までとされています。

なお、上記は12月決算企業を前提としており、そ

の他の決算月の企業の中間納付期間について

は、期首から９カ月目にあたる月に中間納付を

行う必要があります。例えば、３月決算の企業の

場合、12月１日から12月31日までに中間納付を

完了させる必要があります。

（２）納付税額計算及び申告方法について

①一般申告

納付税額：

2018年度確定申告納付税額の２分の１

申告方法：

中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額

領収書及び税額控除証明書類を添付し、管轄

税務機関に申告します。

ただし、投資税額控除、行政救済未控除税額

及び源泉税額を中間納付税額から控除しない

場合は、中間納付税額を納付することで、中間

納付税額の申告が免除されます。納付には、

以下の「電子申告納税サービス」ウェブサイトで

納付書をプリントアウトできます。

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/E

TW144W3

営利事業者の各種控除前の中間納付税額が

NT$2,000以下の場合、中間納付が免除されま

す。

②実額申告

納付税額：

青色申告適用事業者または公認会計士の税

務監査を受ける事業者については、所得税法

に基づいて計算した2019年度上半期（６カ月

間）の課税所得額に当年度の法定税率 を乗じ

た金額をもって中間納付税額とすることができ

ます。例えば、当期の業績が前期より低調で①

の一般申告による納付額より②の実額申告に

よる納付額の方が少ない等の場合には、実額

申告により中間納付及び申告を行うことができ

ます。

12月決算企業の営利事業所得税（法人税）の中間納付について
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2019年度の営利事業所得税の税率は20 %（課税

所得がNT$50万以下の場合は19%）です。徴収免

除額を含めてまとめると下表の通りです。

申告方法：

中間納付税額申告書を作成し、中間納付税額領

収書及び税額控除証明書類を添付し、管轄税務

機関に申告します。

（３）中間納付税額からの外国税額控除

2つの申告方法のうち②実額申告の場合、2014

年度の中間納付から企業が上半期に外国で納

めた税額（注）については控除限度額内において

控除することができることとされました（財政部通

達台財税字第10300588330号）。なお、控除する

場合、当該源泉地等にて発行された（台湾領事

館等の認証済）証憑を税務機関に提出する必要

があります。

（注）控除対象となる外国税額は、中華民国国外

及び中国を源泉とする所得に対して当該源

泉地等で納付された所得税を言う。

年度 年間課税所得額 (P) 営利事業所得税額 (T)

2019

年度

P ≦ 120,000 徴収免除

120,000 < P ≦ 193,548 T ＝（P－120,000）∕2

193,548 < P ≦ 500,000 T＝ P × 19%

500,000 < P T＝ P × 20%
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